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第１章 公共ホールの最適化について
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本市では、社会教育施設、学校施設などの公共建築物や、道路、橋りょうなど、様々な施設を保有していますが、今後見込まれる人口減少、厳しい財政
環境等を踏まえると、すべての施設をこれまでと同様の規模・形態で更新していくことは非常に困難であることが見込まれます。

また、少子高齢化の更なる進展や大規模自然災害の発生、脱炭素社会に向けた取組の進展等、本市を取り巻く環境の変化等に伴い、多様化・増大化
する市民ニーズ等に的確に対応していく必要があります。

こうした中、令和４（2022）年３月に「資産マネジメント第３期実施方針」を策定し、特定の目的別、対象者別に施設を整備するといった従来の考え方
ではなく、施設が持つ機能（提供するサービス）に着目し、施設におけるこれまでの使用目的や対象者、従来の施設配置の考え方について再検討することで、
持続可能なサービス提供に向け、多目的化や複合化など多様な手法により効率的・効果的な機能配置（機能の適正配置）を図る「資産保有の最適
化」を重点的に推進していくこととしました。

本取組方針は、各施設が持つ機能の中で、ホール機能に着目した資産保有の最適化（公共ホールの最適化）に向けて、取組の方向性を取りまとめ
たものです。本取組方針に基づき、各施設が持つべき機能の整理などを行い、公共ホールの適正配置に取り組むことで、本市における資産保有の最適化を進
めてまいります。

１ はじめに

第１章 公共ホールの最適化について

従来の考え方

特定の目的別、対象者別に施設を整備

子どもが利用する施設 高齢者が利用する施設

「機能重視」の考え方

施設が持つ機能（提供するサービス）に着目し、市民ニーズ等を把握した上で施設を整備

多世代でくつろげる機能 子どもも高齢者も利用できる機能
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２ 公共ホールの最適化について

第１章 公共ホールの最適化について

本市の公共施設は、市民利用の範囲や施設の設置目的等が異なる様々な施設が存在していますが、それらの施設間で、同一機能を有している場合があ
ります。例えば、川崎シンフォニーホール、市民館、川崎能楽堂などは、設置目的等が異なりますが、「ホール機能」という同一機能を有しています。

本市の公共ホールについては、ハード面においては築30年以上となる施設が多く、施設・設備の老朽化やバリアフリーへの対応などの課題があり、また、ソ
フト面においては客席利用率が低い利用や、音楽・ダンスの練習といった、客席などのホール設備がなくても対応可能な用途での利用など、利用用途と
ホールが保有する機能との不一致の課題があり、現在の利用ニーズ等に対応した機能の提供が求められています。

そこで、公共ホールについても、単純にこれまでと同様の規模・形態で更新するのではなく、利用状況や将来の利用想定を踏まえながら、あるべき機能を
検討するとともに、更なる施設利用の機会を提供することが可能となるよう、施設の適正配置等について検討を行うこととしました。

川崎シンフォニーホール

男女共同参画センター（すくらむ21）
麻生市民館

川崎能楽堂
国際交流センター

コンベンションホール
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２ 公共ホールの最適化について

第１章 公共ホールの最適化について

公共ホールの最適化に向けて、本市ではこれまで令和４（2022）年８月に「公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方」を、
令和５（2023）年８月に「公共ホールのあり方」を取りまとめました。また、「公共ホールのあり方」を踏まえた検討を進め、令和７（2025）年１月に検
討状況について中間報告を行いました。

令和４（2022）年３月 資産マネジメント第３期実施方針
本市のホールについて、利用状況や将来の利用想定等を踏まえながら、あるべき機能を検討するとともに、施設の適正配置等について検討を行うこととしました。

令和４（2022）年８月 公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方
次の３つの考え方で検討を進めることとしました。
 現在の機能・規模の適正化を念頭に、各ホールで適切に役割分担を行うことを検討する。
 「生活行動圏」をエリアとして設定し、それぞれのエリア内で各ホールの役割分担を検討する。
 本市の公共ホール以外の施設との連携も視野に入れて検討を進める。

令和５（2023）年８月 公共ホールのあり方
各ホールの役割分担について、次のとおり検討を進めることとしました。
 検討の軸となる課題施設を抽出し、課題施設の需要量を算出する。
 各ホールの需要受け入れ可能枠を算出し、課題施設からの需要移転可能性を検討する。
 各パターンの60年間将来予測コストを算出し、比較検討する。

令和７（2025）年１月 公共ホールのあり方を踏まえた検討状況（中間報告）
以下の５施設を、検討の軸となる課題施設として抽出しました。
川崎能楽堂、幸市民館、国際交流センター、川崎市民プラザ、男女共同参画センター

主な検討プロセス
①ホールの利用実態等の把握

↓
②利用実態等を踏まえた主な課題の整理

↓
③主な課題を踏まえ、検討を進める上での３つの考え方を
とりまとめ
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２ 公共ホールの最適化について

第１章 公共ホールの最適化について

 「公共ホールの最適化に向けた取組方針」について

本取組方針は、これまでの検討経過を踏まえつつ、課題施設からの需要移転の可能性や、公共ホールの適正配置に向けたロードマップを示すなど、
本市の公共ホールの最適化に向けた取組の方向性を取りまとめるものです。

公共ホールは、ホール以外の諸室等も有しており、地域の方に利用されているものも多数あることなどから、公共ホールの最適化に向けては、本市の
資産マネジメントの取組である「地域ごとの資産保有の最適化」と連携して進めていきます。

課題
施設Ａ

ホール

施設B

施設C

施設D

施設Ａ（建替）

施設B（改修）

施設C（改修）

施設D（改修）

ホール

ホール

ホール

ホール

地域ごとの資産保有の最適化検討エリア

音楽の本番利用
（広域ニーズ）

音楽の本番利用
（広域ニーズ）

諸室① 諸室②
ダンスなど練習利用
（地域ニーズ）

ホール以外の諸室
（地域ニーズ） 諸室①の機能

（地域ニーズ）

ホール以外の諸室
（地域ニーズ）

ダンスなどの練習
(地域ニーズ)が
可能な諸室を追加

・ホールの集約化等により、整備・維持管理コストを抑制
・ホール以外の諸室の規模・機能を適正化
・地域のニーズにマッチした機能の追加

地域のニーズに
マッチした機能へ
転換

ダンスなどの
練習が可能 諸室②

・演劇設備を充実
・音楽設備を縮小しコストを抑制

・音楽設備を充実
・演劇設備を縮小しコストを抑制

公共ホールの最適化に向けた取組と主な効果（イメージ）

資産保有の
最適化

「地域ごとの資産保有
の最適化」と連携︕

適正な諸室規模・機能
を提供

ダンスなどの練習
(地域ニーズ)に
対応できていない

主な効果
主な効果

主な効果

主な効果

演劇の本番利用
（広域ニーズ）

演劇の本番利用
（広域ニーズ）

最適化後

最適化前
（破線矢印は、施設間の利用ニーズの移転を示す）
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第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出
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本市では、以下のとおり19の公共ホールを設置しています。

１ 本市における公共ホールの状況

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出

令和７（2025）年度末時点

9 10

R7.1中間報告
までの内容



各ホールの利用用途を見ると、多くのホールで「楽器演奏・合唱」での利用が上位となっています。
川崎能楽堂における「日本舞踊・能」、ラゾーナ川崎プラザソルやアートセンターにおける「演劇・ミュージカル」、コンベンションホールにおける「会議・セミナー等」

など、特定用途の利用割合が突出している施設もありますが、多くの施設で多目的な利用が進んでいることが分かります。

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出
１ 本市における公共ホールの状況
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R7.1中間報告
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各ホールの稼働状況を見ると、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２（2020）年度の稼働率が低下していますが、従前から稼働率が低いホール
があります。
また、各ホールの本番利用時の客席利用率を見ると、多くのホール（19施設中11施設）で定員数の５割以下の利用が半数以上となっています。なお、

本番利用以外にも、客席を使用しない練習場所としての利用もあります。
利用客席数が少ない場合や客席を利用しない場合でも、ホールの維持管理コストが生じ、施設規模が大きいほど支出が大きくなることから、利用実態
に合った適切なホール機能を提供する必要があります。

各ホールの稼働状況

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出
１ 本市における公共ホールの状況

※本取組方針策定の検討には、次の状況を踏まえ、原則として、平成28（2016）年度から平成30（2018）年度までの３年間の年間平均値を用いています。
・令和元（2019）年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少し、多くの施設で以前の稼働状況まで回復しておらず、平成2８（2016）年度から
平成30（2018）年度の 稼働状況の方が、令和３（2021）年度以降よりも稼働率が高い傾向にある

・利用者数が減少している段階でのデータを用いて施設の適正配置を検討した場合、潜在的な利用ニーズを反映できない可能性が高い
・月ごとの稼働状況については、年末や年度末などの季節ごとの大きな変動がない

※定員の50％以下の利用が半数以上の施設

産業振興会館
幸市民館

総合自治会館
国際交流センター

中原市民館

コンベンションホール
川崎市民プラザ

高津市民館
男女共同参画センター

宮前市民館

麻生市民館
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公共施設予約システム（ふれあいネット）より予約管理を行っているホールについて、利用者（利用団体の代表者）の居住エリアを分析したところ、各ホー
ルとも、利用者（利用団体の代表者）はおおむね半径５km圏内に居住しており、「生活行動圏」内での移動が半数以上となっています。
また、利用者アンケートによると、多くの利用者（利用者全体の60%）がホールへのアクセス手段として公共交通機関を利用しており、ホールを選ぶ際に
重視する項目としては「公共交通機関のアクセス性」が最も多い回答となっております。
本市のまちづくりの考え方でも、「市民の身近な日常生活は、住まいを起点に、近隣地域から身近な駅やターミナル駅周辺など、鉄道路線に沿ったエリアで

展開」していることを念頭に、「地域生活拠点及び交通利便性の高い身近な駅周辺のまちづくり」を推進することとしております。
このような状況を踏まえると、ホールの適正配置を検討する際には、地域のニーズにきめ細やかに対応する観点から、市民の生活行動圏を踏まえる必要が
あります。

川崎市総合計画 第３期実施計画より

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出
１ 本市における公共ホールの状況

生活行動圏と、各ホールの利用者(利用団体の代表者)の５割が居住するエリアの重ね合わせ

各ホールの利用者（代表者）の50%が居住するエリア

生活行動圏とは
生活行動圏とは、市民の日常的な生活エリアのことです。
本市がめざす都市像や、まちづくりの基本目標などを定める「川崎

市総合計画」の中では、生活行動圏を川崎駅・臨海部周辺エリア、
川崎・小杉駅周辺エリア、中部エリア、北部エリアのおおむね４つに
大別し、「４つのエリアのそれぞれの特性を活かした身近なまちづくり
を推進する」としています。
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２ 課題施設の抽出

本市の公共ホールの状況を踏まえ、以下の考え方で最適化に向けた検討を行うこととしました。

①各ホールでの役割分担のイメージ

公共ホール

公共施設
（ホール以外） 民間施設

生活行動圏

生活行動圏

②エリア内での役割分担のイメージ

③公共ホール以外との連携のイメージ

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出

各ホールの利用者の居住エリアや交通アクセス手段等を踏まえると、本市総合計画
における「生活行動圏」内での利用が多い状況です。本市のまちづくりの考え方においても、
「地域生活拠点及び交通利便性の高い駅周辺のまちづくり」を推進することとしています。
そこで、各ホールの役割分担の検討に当たっては、「生活行動圏」をエリアとして設定し、
それぞれのエリア内での各ホールの役割分担を行います。

各ホールの利用状況を見ると、客席を利用しない練習利用や少数での利用など、公
共ホール以外でも対応可能と思われる利用もあります。
そこで、利用目的に応じて、本市の他の公共施設や民間の施設への誘導を図るなど、
公共ホール以外の施設との連携も視野に入れて検討します。

（１）検討に当たっての基本的な考え方

音楽も演劇も
利用できる

音楽も演劇も
利用できる

音楽機能
を充実

演劇機能
を充実

①利用実態を踏まえた効率的・効果的な利活用に向けて

②各ホールの役割分担検討に当たってのエリア設定の考え方

③公共ホール以外の施設との連携

本市の公共ホールの多くは、多目的な利用に対応できるようになっておりますが、利用用
途それぞれに応じた設備を整備・維持管理する必要があり、今後見込まれる人口減少、
厳しい財政状況、将来世代の負担などを踏まえると、これまでと同様の設備・規模で更
新していくことは合理的ではないと考えられます。
そこで、本市の公共ホール全体の利用実態や配置状況を踏まえながら、現在の機能・
規模の適正化を念頭に、各ホールで適切に役割分担を行います。

13 14

R7.1中間報告
までの内容



「（１）検討に当たっての基本的な考え方」を踏まえ、各ホールの役割分担の検討については、次のとおり進めます。

①課題施設の抽出

②課題施設の需要量の集計

③需要移転先の候補施設における需要受け入れ枠の集計

④課題施設から候補施設への需要移転可能性検討

⑤パターン別の60年間将来予測コストの算出

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出
２ 課題施設の抽出

検討可能な役割分担のパターンは、理論上の組み合わせが膨大な数に及ぶ
ため、全てを同時に検討することは困難なことから、ホールに係る利用合理性と
経済合理性を指標として、それぞれの指標が相対的に低い施設を、検討の軸と
なる課題施設とします。

利用合理性︓本番の稼働率（本番での利用コマ数÷利用可能コマ数）
経済合理性︓利用者あたりのコスト（年間予測収支÷年間客席利用者数）

課題施設となったホールの利用実績から、需要量（稼働コマ数）を集計しま
す。集計に当たっては、以下のとおり需要を分類し、本番利用はさらに利用客席
数別に分類します。

利
用
用
途
①

本
番
利
用

平
日
利
用

需
要
量
（
稼
働
コ
マ
数
）

利
用
用
途
②

練
習
利
用

休
日
利
用

※利用用途︓音楽、演劇、会議など

・
・
・

課題施設の需要を受け入れる候補施設（公共ホール以外の施設も含む）
の需要受け入れ可能枠を把握するため、未利用コマ数を平日・休日別に集計
します。

課題施設Ａ

候補施設B

利
用
可
能
コ
マ
数

稼
働
コ
マ
数

未
利
用
コ
マ
数

平
日
利
用

休
日
利
用

②で算出した需要量と、③で算出した需要受け入れ可能枠のマッチングを実
施し、実現可能なパターンを検証します。

④で検証した、需要移転が可能なパターンを比較するため、60年間将来予
測コストを算出し、各ホールの役割分担に係る詳細な検討を進めます。

（２）検討の進め方

※ホール需要のうち練習利用などホール以外でも対応可能なものもあり、
公共ホール以外の施設も需要移転先の候補となります。

・
・
・

※コマ：１日の施設利用枠を午前利用・午後利用・夜間利用に分類し、各利用枠を１コマと表現
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検討の軸となる施設の抽出を行うため、各ホールの本番稼働率（利用合理性）と 利用者あたりのコスト（経済合理性）を整理しました。

２ 課題施設の抽出

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出

本番稼働率は、労働会館、川崎能楽堂、幸市民館、国際交流センター、コンベンションホール、川
崎市民プラザ、男女共同参画センターが50％を下回っており、半数以上のコマが練習または未利用
となっています。
国際交流センターと男女共同参画センターは全体の稼働率は比較的高いものの、練習利用が半
数以上となっており、本番稼働率が低くなっています。

年間コストを年間利用者数で除した利用者あたりのコストは、川崎能楽堂が他施設に比べ高く
なっています。

建設費＋維持管理費＋ 計画修繕費＋解体費－収入
60（年）

年間コスト＝

（３）課題施設の抽出

※計画修繕費・維持管理費・収入は60年分を算定

利用者あたりのコスト（年間コスト／年間客席利用者数）
稼働率は比較的高いが、
練習利用が多い

稼働状況（H28〜H30における利用可能コマの内訳）
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利用合理性、経済合理性それぞれの指標が相対的に低い施設を「課題施設」として抽出しました。
その結果、川崎能楽堂、幸市民館、国際交流センター、川崎市民プラザ、男女共同参画センターの５施設を課題施設としました。

２ 課題施設の抽出

第２章 公共ホールの状況を踏まえた課題施設の抽出

評価の考え方

課題施設の抽出に当たっては、偏差値50±５（偏差値45〜55）を平均
ゾーンとして捉え、それぞれの指標の偏差値が
■55以上となる施設を【Ａ】
■45以上〜55未満となる施設を【Ｂ】
■45未満となる施設を【Ｃ】

と分類し、利用合理性と経済合理性のそれぞれの評価を以下の考え方の通り統
合し、総合評価が【Ｂ－】もしくは【Ｃ】となるホールを『課題施設』として抽出。

総合評価利用合理性経済合理性施設

B＋BA①

BCA②

B－CB③

BAC④

CCC⑤

各
ホ
ー
ル
に
つ
い
て

評
価
を
実
施

（３）課題施設の抽出

●抽出の方法
施設ごとの利用合理性（本番稼働率）と経済合理性（利用者あたりのコス

ト）の２つの指標について、数値を偏差値化し、それぞれの指標が相対的に低い
施設を、検討の軸となる課題施設として抽出します。
なお、利用合理性・経済合理性ともに、社会経済情勢の変化等に伴い変動す

る性質のものであることから、以下の考え方で評価しました。

部分は総合評価B-及びCの範囲を示す
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第３章 課題施設に係る需要移転の検証
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第３章 課題施設に係る需要移転の検証
１ 検証方法について

（２）課題施設の配置状況

各課題施設の配置と生活行動圏の状況は以下のとおりとなります。国際交流センターは、２つの生活行動圏に属しています。

北部エリア

川崎駅・
臨海部周辺エリア

男女共同参画センター

幸市民館

川崎能楽堂

国際交流センター

川崎市民プラザ

（１）検証の前提条件
課題施設のホール需要の移転を実際に行う上では、需要の移転先（公共ホールやその他の施設）や需要移転する量（すべての移転や一部だけの移

転）の組合せによる複数の選択肢の中から、課題施設や需要移転先が有する様々な条件なども踏まえ、総合的に検討していく必要があります。
本取組方針では、課題施設に係る需要移転の可能性について確認を行うことなどを目的に、「各課題施設のホール需要すべてを他の公共ホールに移
転する（以下「全需要移転」という） 」という最も厳しい条件下における、理論上、需要移転可能な最大施設数について、検証を行います。

中部エリア

川崎・小杉駅
周辺エリア

18 19



第３章 課題施設に係る需要移転の検証

５つの課題施設における、稼働コマと未利用コマの概要は下表のとおりです。休日における課題施設の稼働コマ（1,214コマ）に対し、 課題施設以外の未
利用コマ（710コマ）が少ないことから、需要移転には一定の限界があることが分かります。
そこで、休日における稼働コマ及び未利用コマの状況を踏まえた需要移転検証を行ったところ、５施設の全需要の移転及び４つの課題施設の組み合わせ
による全需要の移転はできず、３つ以下の課題施設の組み合わせによる全需要の移転について詳細な検証が必要になることが分かりました。

課題
施設

合計

課題
施設
以外

合計

生活行動圏

宮前
市民館

男女
共同
参画
センター

高津
市民館

川崎
市民
プラザ

総合
福祉

センター

コンベン
ション
ホール

中原
市民館

国際
交流
センター

総合
自治
会館

幸
市民館

川崎
ｼﾝﾌｫﾆｰ

ﾎｰﾙ

ラゾーナ
川崎
プラザ
ソル

産業
振興
会館

川崎
能楽堂

スポーツ・
文化
総合

センター

労働
会館施設名称

--632670661706680699673660465675525630635697615678利用可能コマ
平
日 1,523-43554442212549712550943096273440523442151473268稼働コマ

-2,66319712723958118357416423036940285107193546142410未利用コマ

--346345346347342330346338222345316357324352328346利用可能コマ
休
日 1,214-32432931220031510931928564265287343272135278270稼働コマ

-710221634147272212753158802914522175076未利用コマ

（３）課題施設の需要量（稼働コマ数）と各施設の需要受入可能枠（未利用コマ数）

１ 検証方法について

【休日における稼働コマ及び未利用コマを踏まえた需要移転検証】
①５つの課題施設のすべての需要を他の公共ホールに移転
⇒休日における課題施設の稼働コマ合計値（1,214コマ）が、課題施設以外の未利用コマの合計値（710コマ）を上回ることから、全需要の移転は不可能

②４つの課題施設のすべての需要を他の公共ホールに移転
⇒すべてのパターンで全需要の移転は不可能（右図表参照）

③３つの課題施設のすべての需要を他の公共ホールに移転
⇒稼働コマ合計値と未利用コマ合計値の比較だけでは、不可能と判断できない

３つ以下の課題施設の組み合わせによる全需要の移転については、詳細な検証が必要

需要移転可否休日未利用コマ合計休日稼働コマ合計４つの課題施設の組み合わせ

不可927コマ1,079コマ川崎能楽堂を除く
不可790コマ949コマ幸市民館を除く
不可763コマ929コマ国際交流センターを除く
不可857コマ1,014コマ川崎市民プラザを除く
不可726コマ885コマ男女共同参画センターを除く

川崎・小杉駅周辺エリア 中部エリア
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１ 検証方法について

第３章 課題施設に係る需要移転の検証

（４）需要（稼働コマ）の分類

【凡例】A〜Cは、ホールの用途適合性を示す
A︓利用頻度の高い設備が８割以上充足している
B︓A及びC以外
C︓利用頻度の高い設備が半数以上不足している

３つ以下の課題施設の組み合わせによる詳細な全需要の移転検証にあたり、次の条件で需要を分類します。
①練習利用は基本的に客席を必要としないことから、「本番利用」と「練習利用」で分類（本番利用のための前後の準備・片付け、ゲネプロは本番扱い）
②休日と平日では、需要量及び受入可能枠に差があることから、「休日（土・日・祝日）」と「平日」で分類
③本番利用時の客席利用率は、５割以下の利用が半数以上（稼働コマ数ベース）となっており、利用客席数に応じた需要移転が可能となるよう、
利用客席数を100人単位に分類

④各ホールが保有する舞台設備等により利用用途への適合性に差異があることから、利用用途及び利用用途に応じたホールの適合性を下表のとおり分類

20 21



１ 検証方法について

第３章 課題施設に係る需要移転の検証

（５）需要移転に係る検証条件

練習本番

平日休日平日休日

-
ダンス
50コマ

-
ダンス
25コマ

-
ダンス
40コマ

-
音楽

15コマ

400席
ダンス
5コマ

100席
ダンス
10コマ

300席
ダンス
15コマ

200席
音楽

30コマ

課題施設Aからの需要移転検証イメージ(模式的に示すため、ピアノ・ダンスに絞った表現とし、残る15分類を省略)

３００席保有
（音楽利用不可）

平日空き
200コマ

休日空き
100コマ

85
コマ55

コマ

6００席保有

平日空き
250コマ

休日空き
50コマ

45
コマ

5
コマ

施設X 施設Y

施設Z

近 課題施設Aからの距離 遠

課題施設以外で需要受入可能枠が不足する場合、
近傍にある他の課題施設にも需要移転

課題施設A

課題施設B 課題施設C

施設Xで音楽利用不可のため、
施設Yへ

施設Xが300席のため、
施設Yへ

以下の条件により、詳細な需要移転の検証を行います。
・需要（稼働コマ）の分類における４つの要素（①「本番利用と練習利用」、 ②「休日（土・日・祝日）と平日」、③「利用客席数と保有客席数」、
④「利用用途と需要移転先の用途適合性」）を踏まえ需要移転を行う。

・需要移転後における需要移転先までの利用者の移動距離を考慮し、課題施設から近傍にある公共ホール（課題施設以外）を優先し、順次、需要移
転を行う。

・課題施設以外の公共ホールで需要受入れ枠が不足した場合は、近傍にある他の課題施設への需要移転を優先し、順次、需要移転を行う。
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２ 需要移転の可能性検証結果

第３章 課題施設に係る需要移転の検証

客席数合計

生活行動圏

男女共同参画センター
（850席）

川崎市民プラザ
（489席）

国際交流センター
（264席）

幸市民館
（840席）

川崎能楽堂
（148席）

412席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン１

637席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン２

998席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン３

1,104席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン４

1,114席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン５

1,329席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン６

1,690席全需要を移転可能全需要を移転可能パターン７

前述１の（１）から（４）の検証作業を進めた結果、最大２施設までの全需要移転ができる組み合わせが７パターンあることが確認できました。
また、需要移転する稼働コマ及び需要受入れ先の未利用コマの状況から、今後、需要移転を行う上では、次のような制約が生じる可能性があることも確認

できました。
・川崎能楽堂と幸市民館の全需要を同時に移転することはできない。
・国際交流センターと川崎市民プラザの全需要を同時に移転することはできない。
・川崎市民プラザと男女共同参画センターの全需要を同時に移転することはできない。

今後は「公共ホールの最適化」に向け、上記の検証結果を勘案しながら、各施設が有する様々な条件等を整理した上で、需要移転に係る具体的な検討を
進めていく必要があります。

※１（１）で示したとおり、「課題施設に係る需要移転の可能性について確認」を行う上で設定した条件に基づく結果であり、条件設定により結果は異なります。

川崎・小杉駅周辺エリア 中部エリア

全需要移転ができる２施設の組み合わせ ※一定の条件を設定し検証を行ったものであり、需要移転に係る今後の結論を示すものではありません。

22 23



第４章 利用団体等との意見交換について
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需要移転に係る検討に当たっては、利用状況のデータ分析結果のみではなく、実際の利用者の声を反映することが重要であるため、令和３（2021）年から令
和７年（2025）年にかけて、ホール利用団体等へのヒアリングを実施しました。

第４章 利用団体等との意見交換について

※情報提供した上で、承諾いただいた団体にヒアリングを実施

第４回第３回第２回第１回

令和７（2025）年
２月〜３月

令和６（2024）年
６月〜７月

令和５（2023）年
６月〜７月

令和3（2021）年12月〜
令和４（2022）年３月①実施時期

計８団体計10団体計23団体計８団体②実施団体数※

「公共ホールのあり方を踏まえた
検討状況（中間報告）」

について
「公共ホールのあり方」

について
「公共ホールのあり方検討に
あたっての基本的な考え方」

について
利用状況について③内容

・文化芸術団体
・演劇団体
・合唱団体
・太鼓演奏団体
・オーケストラ演奏団体

・文化芸術団体
・演劇団体
・合唱団体
・太鼓演奏団体
・オーケストラ演奏団体
・バレエ団体

・文化芸術団体
・合唱団体
・能楽謡曲演奏団体
・オーケストラ演奏団体
・吹奏楽演奏団体
・バレエ団体
・民間ホール運営者

・文化芸術団体
・演劇団体
・太鼓演奏団体
・障害者団体

④主な
ヒアリング団体

（１）意見交換の概要
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第４章 利用団体等との意見交換について

• 川崎市は他都市と比べて300〜500人程度の中規模ホールが少ない
ため、中規模ホールを増やしてほしい。

• 学校の音楽室、教室などが練習場所としてもっと使えるといい。
• 客席数が多いホールは、縮小して防音スタジオを作れないか。
• 市民館を建替える際は、音楽練習室があるといい。
• 大ホール＋中ホール（小ホール）という構成は、リハーサルができるス

ペースがあるためイベント時に便利である。
• 太鼓の練習が可能な防音室など、練習場所が不足している。
• 市民館は各区に１つずつある必要はないと思う。
• オーケストラとして利用する場合は舞台の広さが重要である。
• 乳幼児を持つ親御さんのための親子室が欲しい。
• 飲食できる場所があると集客しやすい。

• 袖や楽屋の広さは重要である。
• トラックの待機場所など、搬出入のことも考えてほしい。
• 楽器置き場がないことが多いので、あった方が良い。
• 女性用トイレが少ない施設は、混雑緩和のため増やしてほしい。
• 楽屋に車椅子トイレが欲しい。
• 動画配信できるようにホールにネット環境を充実させてほしい。
• 音響の良いホールが少ないので、コンサートをするときに川崎市の選択肢

がないこともある。

• 施設ごとの予約ルールが異なり、分かりにくい。
• 連続した日程の確保が困難（準備、本番、撤収に必要）である。
• 予約抽選のために６か月前の土日に現地に行かなければならない施設

もあり、抽選の仕方を改善してほしい。
• 21時に閉館となると、仕事が終わってから見に来られないので、閉館時
間を遅くしてほしい。

• 練習料金の低廉さは評価できる。
• 民間より安い料金設定で提供するのが公共施設の役割ではないか。
• 興行は料金を上げる仕組みが妥当ではないか。
• 稼働率が高いのに経済合理性が低いという事は、価格設定自体がお
かしいのではないか。

料金・経済性について

• 利用率、コストだけで判断せず、文化としての質を守っていくこと、文化
の中身をみていくことが大切である。

• 稼働率の低さにはアクセスの悪さも影響している。
• アクセスが悪いところは循環バスがあるといい。
• 課題施設は潰すのではなく、改善させる検討をしてほしい。
• ホールを利用目的別に分ける考えはいいと思う。
• 本番稼働率を高めるための検討をした方がいいのではないか。
• 民間ホールの方が使い勝手はいいので、市として誘導した方が良い。
• 学校の卒業式などでホールを使ってもらうといい思い出になる。

その他

規模・機能について

舞台・楽屋・搬入・設備について

予約・抽選・運用について

利用団体等から頂いた主な御意見等は次のとおりです。今後の具体的な検討においても、引き続き、御意見等を丁寧に伺いながら取組を進めます。

（２）意見交換での主な御意見等
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第５章 公共ホールの最適化に向けた取組の方向性
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中長期的取組
（５〜10年程度）短期的取組（３〜５年程度）

各
施
設
の
必
要
機
能
等
の
整
理

フェーズ１【現状把握】
（課題施設ごとに検討）

フェーズ２【最適化に係る概略検討】
（複数の課題施設やその他の施設にて検討）

フェーズ３
【最適化に係る詳細検討】
（フェーズ２で抽出された有力パ
ターンに関連する施設にて検討）

⑩フェーズ２で抽出された有力
パターンに係る、想定される効果・
コスト・スケジュールなどの詳細検討
⑪最も有力なパターンの整理
⑫最適化に向けた整備基本構想
策定作業（必要時）

フェーズ４
【取組推進】

・基本計画
・設計
・工事

最
適
化
の
可
能
性
整
理

最
適
化
に
向
け
た

整
備
基
本
構
想
の
策
定
（
必
要
時
）

供
用
開
始

①利用状況の実態把握
②施設が果たしてきた役割、立地特性、
提供が必要なサービス内容・機能・施設
規模の整理
③劣化状況を踏まえた将来修繕コスト
の試算
④将来修繕コストを踏まえた、想定され
る経済的な建替え時期の検証

第３章の検証結果は、課題施設の稼働コマと需要受入れ先の未利用コマの状況をもとに、一定の条件下における最適化の可能性を機械的に確認したもの
であり、今後は、当該検証結果を踏まえつつ、市民意見などを丁寧に伺いながら、これまで各施設が果たしてきた役割、立地特性、提供が必要なサービスや
機能・施設規模等の整理を行った上で、需要移転などについて具体的に検討・調整し、「公共ホールの最適化」に向けた取組を進めていく必要があります。
また、当該検証の結果、全需要の移転ができる施設の組み合わせが複数存在することや、公共ホールはホール以外の諸室も有しており、これらの需要移転の

検討もあわせて行う必要があることなどから、引き続き、課題施設の所管部署と庁内関係部署が連携し、検討・調整を行っていく必要があります。
「公共ホールの最適化」に向けては、上記のようなさまざまな検討などを段階的に進めていく必要があり、下記の標準ロードマップに示すとおり、施設の状況に応
じ、８年〜15年程度の期間が想定されます。令和７（2025）年５月時点の本市人口推計では、人口のピークがおおむね10年後（令和17（2035）年
頃）、ピークを越え現在と同程度の人口となるのがおおむね20年後（令和27（2045）年頃）であると示されており、こうした将来の人口動向を踏まえ、本取
組を着実に進めていきます。
課題施設ごとの取組の方向性については、次頁以降のとおりとなります。

１ 取組を進める上での基本的な考え方

第５章 公共ホールの最適化に向けた取組の方向性

標準ロードマップ

※本取組方針に基づく公共ホールの最適化が図られた後、その効果や利用・運営への影響、利用ニーズや社会状況の変化などを踏まえ、公共ホールのあり方に係る再検証の必要性について検討します。

上記取組と並行し、利用合理性や経済合理性の向上を図る

⑤ホール及びホール以外の機能に係る需要移転の検討・
調整
⑥他施設からの需要移転受け入れ検討・調整
⑦フェーズ１の②や上記⑤⑥などを踏まえたホール及び
ホール以外の機能に係る適正配置パターンの整理
⑧各パターンで想定される効果・コスト・スケジュールなどの
概略検討
⑨最適化に向けた有力パターンの抽出
（１〜３案程度）など など など など

※フェーズ２・３での検討結果によっては、当面の間、集約化等を行わず、既存施設の長寿命化等を図る場合があります。
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２ 取組の方向性
（１）川崎能楽堂

昭和61(1986)年４月１日建築年月日川崎区日進町１-37所在地

施
設
概
要

築39年築年数
（令和７年度末時点)川崎・小杉駅周辺エリア生活行動圏

543.81㎡延床面積535.57㎡敷地面積鉄筋コンクリート造
地上２階構造・階数

市民文化局施設所管局ホール、和室（控室）主な諸室

固定148席客席数
27.5％ホール稼働率
10.6％本番稼働率

川崎能楽堂は、土地所有者から無償貸与を受けた土地に、川崎駅前再開発による転出企業から
建物の寄付を受け、昭和61（1986）年に開館しました。基本的には能舞台としての専門ホールであ
り、邦楽を中心に創意を活かしたパフォーマンスの稽古、発表、鑑賞の場として利用されており、また、主
催事業として定期能や狂言全集、能楽教室などを実施しています。

設置目的等

 本施設のホール稼働率は約27％、その内訳は、本番稼働率が約11％、練習稼働率が約16％となっており、また、利
用合理性、経済合理性は他のホールと比較しどちらも低く、これらの両面での改善が必要なホールとなっています。

 一方で、本施設は”能”を行うための専門性の高いホールであり、利用合理性・経済合理性の大幅な改善には、
”能”以外での本番利用が難しいことや、客席数が148席と少ないことなどが、課題になると思われますが、ホールの
高い専門性を活かした活用策が重要な視点となります。

 今後は、こうした状況を踏まえつつ、本施設の文化的側面やこれまで果たしてきた役割、立地特性、提供が必要なサー
ビス・機能・施設規模などを整理した上で、公共ホールの最適化に向けた検討を進めます。

 上記検討にあたっては、関連計画等との連携・調整を図りながら進めます。

取
組
の
方
向
性

最
適
化
に
向
け
た
取
組
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
想
定
）

取組
期間

今
後
の
取
組

１年程度

必
要
な

機
能
等
の
整
理

フェーズ１
【現状把握】

フェーズ２
【最適化に係る
概略検討】

フェーズ３
【最適化に係る
詳細検討】

フェーズ４
【取組推進】

最
適
化
の

可
能
性
整
理

最
適
化
に
向
け
た

整
備
基
本
構
想
の

策
定
（
必
要
時
）

供
用
開
始

１〜２年程度
令和8年度
▼

令和９〜10年度頃
▼

令和10〜11年度頃
▼１年程度

※フェーズ２・３での検討結果によっては、当面の間、集約化等を行わず、既存施設の長寿命化等を図る場合があります。

川崎能楽堂

案内図（川崎市都市計画基本図より）

ホール内観

外観
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２ 取組の方向性
（２）幸市民館

昭和55(1980)年３月31日建築年月日幸区戸手本町１-11-２所在地

施
設
概
要

築46年築年数
（令和７年度末時点)川崎・小杉駅周辺エリア生活行動圏

6,086.30㎡
（幸図書館込）延床面積6,433.38㎡敷地面積鉄筋コンクリート造

地上３階、地下１階構造・階数

教育委員会
事務局施設所管局ホール、大会議室、会議室、市民ギャラリー、和室

実習室、料理室、児童室、体育室、音楽室等主な諸室

固定840席客席数
51.7％ホール稼働率
37.6％本番稼働率

幸市民館は、幸図書館との合築施設であり、社会教育法に基づく「公民館」と大ホールやギャラ
リーを備えた「文化会館」の２つの機能を持つ都市型施設を市民館として設置し、施設提供事業
や社会教育振興事業の実施を通じて市民の自発的・主体的な学習活動を支援しています。

設置目的等

 本施設は令和７（2025）年度末時点で築46年を迎え高経年化が進んでおり、令和６（2024）年８月に策定
した「川崎市幸市民館・川崎市立幸図書館改修基本計画」において、今後、目標耐用年数（資産マネジメント第３
期実施方針で示している60年以上）を念頭に置いた必要な改修を行う予定です。

 一定のコストを掛けて上記改修が行われることを勘案すると、当面は既存ホールのまま継続利用した上で、利用合理
性・経済合理性の改善を図ることが合理的であり、公共ホールの最適化については、上記改修で整備された建物部
位・設備等の更新年数などを踏まえ、改修後からおおむね20年後に行うことを想定し、今後、各種検討などを行います。

 ただし、同じ生活行動圏内の公共ホールや周辺の市有施設などにおいて建替えや大規模な改修が行われる場合には、
適宜、公共ホールの最適化に向けた検討を行います。

 上記検討にあたっては、本取組方針や関連計画等との連携・調整を図りながら進めます。

取
組
の
方
向
性

最
適
化
に
向
け
た
取
組
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
想
定
）

取組
期間

今
後
の
取
組

３〜５年程度

必
要
な
機
能
等
の
整
理

フェーズ１
【現状把握】

フェーズ２
【最適化に
係る概略
検討】

フェーズ３
【最適化に
係る詳細
検討】

フェーズ４
【取組推進】

最
適
化
の
可
能
性
整
理

最
適
化
に
向
け
た
整
備

基
本
構
想
の
策
定(

必
要
時)

供
用
開
始

令和８〜
令和９年度

令和10〜
令和19年度頃

令和22〜24年度頃
▼

令和20年度頃
▼

※フェーズ２・３での検討結果によっては、当面の間、集約化等を行わず、既存施設の長寿命化等を図る場合があります。

必要な修繕を
行いながら
施設運営

改修
工事

幸市民館

案内図（川崎市都市計画基本図より）

ホール内観

外観
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２ 取組の方向性
（３）国際交流センター

平成６(1994)年６月30日建築年月日中原区木月祗園町２-２所在地

施
設
概
要

築31年築年数
（令和７年度末時点)

川崎・小杉駅周辺エリア
中部エリア生活行動圏

9,211.04㎡延床面積15,786.82㎡敷地面積鉄筋コンクリート造
地上３階、地下１階構造・階数

市民文化局施設所管局ホール、会議室、ギャラリー、図書・資料室、料理室、
レストラン、ホテル客室、和風別館（茶室）、別棟等主な諸室

可搬264席客席数
71.7％ホール稼働率
29.5％本番稼働率

国際交流センターは地域社会の国際化を担う市民の活動を支え、言葉や民族、文化の異なる多
くの世界の都市や市民との交流、協力を推進するため、学習と実践の拠点として、平成６
（1994）年にオープンしました。

国際交流センターの施設は、本館建物及び別棟、和風別館からなり、イベントや講座などが開催
できるホールやレセプションルーム、会議室などがあります。

設置目的等

 本施設のホール稼働率は約72％、その内訳は、本番利用が約30％、練習利用が約42％がとなっています。また、利
用合理性・経済合理性の状況をみると、経済合理性は他のホールと比較しても平均的な値である一方、利用合理性
の改善が必要なホールとなっています。

 利用合理性の改善を図るためには、本番稼働率を上げる必要がありますが、ホール稼働率約72％と比較的高いことな
どから、現在の練習利用の需要を維持したまま、本番稼働率を大幅に上げることは難しいと思われます。

 今後は、こうした状況を踏まえつつ、練習で多く利用されている用途や背景について調査・分析し、本施設のこれまで果
たしてきた役割、立地特性、提供が必要なサービス・機能・施設規模などを整理した上で、公共ホールの最適化に向け
た検討を進めます。

 上記検討にあたっては、関連計画等との連携・調整を図りながら進めます。

取
組
の
方
向
性

最
適
化
に
向
け
た
取
組
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
想
定
）

取組
期間

今
後
の
取
組

必
要
な
機
能
等
の
整
理

フェーズ１
【現状把握】

フェーズ２
【最適化に
係る概略検討】

フェーズ３
【最適化に
係る詳細検討】

フェーズ４
【取組推進】

最
適
化
の
可
能
性
整
理

最
適
化
に
向
け
た

整
備
基
本
構
想
の
策
定

（
必
要
時
）

供
用
開
始

１〜２年程度
令和10〜12年度頃

▼
令和9〜11年度頃

▼
令和８年度
▼ １〜２年程度 １年程度

※フェーズ２・３での検討結果によっては、当面の間、集約化等を行わず、既存施設の長寿命化等を図る場合があります。

国際交流センター

案内図（川崎市都市計画基本図より）

ホール内観

外観
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２ 取組の方向性
（４）川崎市民プラザ

昭和54(1979)年１月31日建築年月日高津区新作１-19-１所在地

施
設
概
要

築47年築年数
（令和７年度末時点)中部エリア生活行動圏

12,775.33㎡延床面積
（別棟含む）30,632.70㎡敷地面積鉄骨鉄筋コンクリート造

地上４階、地下１階構造・階数

市民文化局施設所管局ホール、屋内広場、ギャラリー、セミナールーム、大広間、
体育館、トレーニングルーム、プール、レストラン、浴場 等主な諸室

固定489席客席数
29.7％ホール稼働率
20.1％本番稼働率

川崎市民プラザは、「文化・健康の増進」と「福祉・余暇の充実」の総合施設として昭和54
（1979）年に開館しました。開館以来、財団法人川崎市指定都市記念事業公社所有施設
として管理運営が行われてきましたが、平成23（2011）年度末の同公社の解散に伴い、平成
24（2012）年度より公の施設として指定管理者制度による管理運営が行われています。
多様な用途の諸室を有し、橘ふるさと祭りなど、地域とつながりの深いイベントが開催されており、

ホール（ふるさと劇場）では、年間を通じてさまざまな催し物が行われています。
令和６（2024）年度には、施設の老朽化や耐震性の不足などの課題を有することから、令和
８（2026）年度末を目途に現施設の利用を終了することを報告しています。

設置目的等

 これまで果たしてきた機能や役割、取り巻く環境の変化、主な課題等を踏まえ、現施設利用終了後の新たな施設整備の
必要性や想定される役割・機能、施設整備の検討の視点などを整理する「市民プラザ現施設の利用終了に伴う新たな施
設整備についての基本的な考え方」を、令和7（2025）年11月に策定しました。

 今後は、「基本的な考え方」に基づき、合理化及び最適化を意識した、適正規模・機能の施設整備に向けて、市民意見
を聴取し、役割や機能の整理、役割や機能に基づく主な諸室等の整理を進め、施設整備に必要な基礎調査等の結果を
踏まえ、基本構想（案）を取りまとめます。

 新たな施設におけるホール機能の取扱いについては、上記検討の中であわせて整理します。
 上記検討にあたっては、本取組方針や関連計画等との連携・調整を図りながら進めます。

取
組
の
方
向
性

最
適
化
に
向
け
た
取
組
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
想
定
）

川崎市民プラザ

梶が谷駅

案内図（川崎市都市計画基本図より）

ホール内観

外観

取組
期間 令和７年度 令和８年度 令和９年度〜

今
後
の
取
組

ホール機能の取り扱いについて整理

市民プラザ現施設の利用終了に伴う新たな施設整備についての検討

基
本
的
な
考
え
方

主な諸室等を整理した
基本構想（案）

利
用

終
了現施設の管理運営

施設整備についての検討方法や
スケジュールなどの進め方の整理

「基本的な考え方」に基づく取組の推進
（ワークショップの開催等）

施施設整備に必要な基礎調査等の実施

役割・機能
等の整理
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２ 取組の方向性
（５）男女共同参画センター（すくらむ21）

昭和49(1974)年３月31日建築年月日高津区溝口２-20-１所在地

施
設
概
要

築52年築年数
（令和７年度末時点)中部エリア生活行動圏

3,337.07㎡延床面積2,873.85㎡敷地面積鉄筋コンクリート造
地上４階構造・階数

市民文化局施設所管局ホール、会議室、研修室、多目的室等主な諸室

固定850席客席数
86.0％ホール稼働率
34.0％本番稼働率

男女共同参画センターは、旧高津市民館を改装し、平成11（1999）年に開館しました。男女が
あらゆる場において男女平等にかかわる人権の侵害を受けることがなく、自立することができ、ともに働き、
学び、及び生活することができる快適で平和な男女共同参画社会としての「男女平等のまち・かわさ
き」を創造するために制定した「男女平等かわさき条例」（平成13（2001）年10 月施行）第16 
条に基づく男女平等施策を推進するための拠点施設です。

設置目的等

 本施設はホール稼働率が約86％、その内訳は、本番利用が約34％、練習利用が約52％となっています。また、利用
合理性・経済合理性の状況をみると、経済合理性は他のホールと比較しても平均的な値である一方、利用合理性の
改善が必要なホールとなっています。

 利用合理性の改善を図るためには、本番稼働率を上げる必要がありますが、稼働率が約86％とかなり高いことなどから、
現在の練習利用の需要を維持したまま、本番稼働率を大幅に上げることは難しいと思われます。

 今後は、こうした状況を踏まえつつ、練習で多く利用されている用途や背景について調査・分析し、本施設がこれまで果
たしてきた役割、立地特性、提供が必要なサービス・機能・施設規模を整理するとともに、「男女共同参画社会の形成
に寄与する」という本施設の設置目的を勘案しながら、公共ホールの最適化に向けた検討を進めます。

 また、「モデル４地域における資産保有の最適化に向けた取組方針」において、周辺施設との複合化等を含めた様々
な手法により最適化を検討する施設となっていることから、当該検討や関連計画などと連携・調整を図りながら進めます。

取
組
の
方
向
性

最
適
化
に
向
け
た
取
組
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
想
定
）

取組
期間

今
後
の
取
組

1〜２年程度

必
要
な
機
能
等
の
整
理

フェーズ１
【現状把握】

フェーズ２
【最適化に係る
概略検討】

フェーズ３
【最適化に係る
詳細検討】

フェーズ４
【取組推進】

最
適
化
の
可
能
性
整
理

最
適
化
に
向
け
た

整
備
基
本
構
想
の
策
定

（
必
要
時
）

供
用
開
始

令和８年度
▼

令和９〜11年度頃
▼1〜２年程度 １年程度

令和10〜12年度頃
▼

※フェーズ２・３での検討結果によっては、当面の間、集約化等を行わず、既存施設の長寿命化等を図る場合があります。

男女共同参画センター

案内図（川崎市都市計画基本図より）

ホール内観

外観
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資料編

１ 公共ホールのあり方【概要版】 令和５（2023）年８月

２ 公共施設マネジメント推進委員会（附属機関）の開催経過

３ 用語の定義・解説
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公共ホールのあり方 【概要版】

令和５（2023）年８月
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２ 公共施設マネジメント推進委員会（附属機関）の開催経過

資料編

公共施設マネジメントに関する取組について、専門的知見を有する学識経験者や本市公共施設に関わる市民に調査・審議いただくことを目的に、令和３
（2021）年４月に、附属機関として「川崎市公共施設マネジメント推委員会（以下「推進委員会」という。 ）」を設置しました。

また、令和３（2021）年５月には、公共ホール機能を有する施設のあり方などについて検討を行うため、当該委員会に「ホールのあり方検討専門部会
（以下「検討専門部会」という。）」を設置しました。

その後は、検討専門部会での７回の審議を踏まえ「公共ホールのあり方」を令和５（2023）年８月に策定するとともに、「公共ホールのあり方」を踏まえ
た検討を進め、推進委員会による２回の審議を踏まえ、本取組方針（案）をとりまとめました。

●川崎市公共施設マネジメント推進委員会 ホールのあり方検討専門部会 委員名簿（50音順） ◎︓部会長

役職等氏名

関東学院大学 建築・環境学部 准教授李 祥準

早稲田大学 社会科学総合学術院 教授稲生 信男

東京都市大学 名誉教授◎勝又 英明

公募委員（〜R5.3.31）貞包 知也

高崎経済大学 経済学部国際学科 准教授佐藤 敦子

公益財団法人川崎市文化財団 新百合トウェンティワンホール館長（〜R5.3.31）
公益財団法人川崎市文化財団 新百合トウェンティワンホール勤務（R5.4.1〜）佐藤 忠

川崎市総合文化団体連絡会 理事関 昭三
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２ 公共施設マネジメント推進委員会（附属機関）の開催経過

資料編

〜検討専門部会の開催経過〜

≪第１回検討専門部会 令和３年９月２日開催≫
【主な検討内容】
・部会設置の趣旨について
・検討の内容と進め方について

≪ホール見学会 令和３年12月21日開催≫
・高津市民館、川崎市男女共同参画センターのホール見学

≪第２回検討専門部会 令和４年２月１日開催≫
【主な検討内容】
・各施設の利用状況等について（中間報告）
・各ホールで想定する演目と他ホールでの対応可能性
・市内ホールの配置状況等について
・各施設の改修予定について
・補助金等適正化法について

≪第３回検討専門部会 令和４年５月６日開催≫
【主な検討内容】
・各施設の利用状況等について
・適正配置検討にあたってのエリア設定について
・ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方について

≪第４回検討専門部会 令和４年10月25日開催≫
【主な検討内容】
・役割分担検討にあたっての条件整理について
・役割分担検討の具体的な進め方について

≪第５回検討専門部会 令和５年２月16日開催≫
【主な検討内容】
・各ホールの対応可能用途について
・課題ホールの抽出について
・役割分担の検討について

≪第６回検討専門部会 令和５年５月１日開催≫
【主な検討内容】
・公共ホールのあり方（素案）について

≪第７回検討専門部会 令和５年８月４日開催≫
【主な検討内容】
・公共ホールのあり方について
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２ 公共施設マネジメント推進委員会（附属機関）の開催経過

資料編

●川崎市公共施設マネジメント推進委員会 委員名簿（50音順） ◎︓会長

役職等氏名

関東学院大学 建築・環境学部 准教授◎李 祥準

早稲田大学 社会科学総合学術院 教授稲生 信男

千葉工業大学 創造工学部デザイン科学科 教授倉斗 綾子

東京都立大学 都市環境学部 建築学科 教授讃岐 亮

公募委員中西 健一

公募委員朴 慶浩

山口美紀不動産鑑定事務所 不動産鑑定士山口 美紀

〜推進委員会の開催経過（ホール関連）〜

≪令和７年度第１回委員会 令和７年７月30日開催≫
【主な検討内容】
・（仮称）公共ホールの最適化に向けた取組方針案について

≪令和７年度第２回委員会 令和７年10月７日開催≫
【主な検討内容】
・公共ホールの最適化に向けた取組方針（案）について
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３ 用語の定義・解説

資料編

・公共ホール
ホール機能を備えた本市所有施設

・ホール機能
音楽や演劇、講演会などの利用が可能な、舞台などを有する建物部分

・利用合理性
練習利用は、客席などの保有するホール機能を効果的に利用できないことから、機能面

を踏まえると、より本番利用されることが合理的であると捉え、本番稼働率を利用合理性と
して、各ホールを相対的に評価する上での指標とした

・経済合理性
施設整備や維持管理等の投資コストが必要となることを踏まえると、客席利用者あた

りのコストが低い方が経済面で合理的であると捉え、下記の式①により、客席利用者あた
りの年間コストを算出し、相対的に評価する上での指標とした

客席利用者数は平成28年度から平成30年度の３年間の平均値を採用。また、年
間コストは、「現在の規模・機能で整備し、60年使用した後に解体する」という仮定のもと、
下記の式②で算出した。

①利用者あたりのコスト＝年間コスト／年間客席利用者数
②年間コスト＝（建設費＋維持管理費＋計画修繕費＋解体費ー収入）／60年

・需要量
年間の稼働コマ数

・需要受け入れ枠
年間の空きコマ数

・需要移転
課題施設から他の公共ホール等へ、需要（利用ニーズ）を移転すること

公共ホール及びホール機能のイメージ図

・コマ
時間区分や枠を表す単位。本取組方針では、各施設の予約状況を踏まえ、１日の

施設利用枠を、午前利用・午後利用・夜間利用に分類し、各利用枠を１コマとした

・ホール稼働率
稼働率＝利用コマ数／利用可能コマ数

・本番稼働率
本番稼働率＝（本番コマ数＋準備コマ数＋リハーサルコマ数）／利用可能コマ数
本番前後の準備・片付けや、本番環境での通し稽古（ゲネプロ）等は、本番コマと

して扱います

・客席利用率
客席利用率＝利用客席数／ホールの客席定員数

コマ数施設利用枠（１日）

１コマ午前利用

１コマ午後利用

１コマ夜間利用

計３コマ計
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